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告    示 
 

那覇市告示第１００号  

平成２０年１０月１５日  

 
平成20年（2008年）９月那覇市議会定例会で議決された平成20年度那覇市土地

区画整理事業特別会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 
那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成20年度那覇市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）（区画整理

課） 

平成20年度那覇市の土地区画整理事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21,423千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,036,879千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 
千円

9

千円 

21,423 

千円

21,432

１総務管理繰越金 1 1,180 1,181

２真嘉比古島第一地区 

繰越金 
2 10,801 10,803

３壷川繰越金 1 1,516 1,517

４小禄金城繰越金 1 1 2

５小禄南繰越金 2 753 755

６真嘉比古島第二繰越 

金 
2 7,171 7,173

５繰越金 

７仲井真繰越金 0 1 1

歳 入 合 計 3,015,456 21,423 3,036,879

 

歳 出 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 
千円

1,292

千円 

1,181 

千円

2,473

１土地区画整 

理総務費 

１総務管理費 1,292 1,181 2,473
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 3,004,603 7,290 3,011,893

１真嘉比古島第一地区 

土地区画整理費 
1 99 100

４真嘉比古島第二土地 

区画整理費 
2,980,905 7,115 2,988,020

２土地区画整 

理事業費 

５小禄南土地区画整費 23,152 76 23,228

 9,200 12,127 21,327

３真嘉比古島第一地区 

清算費 
2,821 10,669 13,490

４壷川清算費 4,165 795 4,960

３清算費 

５小禄南清算費 2,210 663 2,873

 181 825 1,006

１壷川基金積立金 9 721 730

２小禄南基金積立金 35 14 49

３小禄金城基金積立金 1 1 2

４真嘉比古島第一地区 

基金積立金 
1 33 34

４基金積立金 

５真嘉比古島第二基金 

積立金 
135 56 191

歳 出 合 計 3,015,456 21,423 3,036,879

 

 

 

 

那覇市告示第１０１号  

平成２０年１０月１５日  

 
平成20年（2008年）９月那覇市議会定例会で議決された平成20年度那覇市市街

地再開発事業特別会計補正予算（第１号）の要領は、次のとおりである。 

 
那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成20年度那覇市市街地再開発事業特別会計補正予算（第１号）（市街地整

備課） 

平成20年度那覇市の市街地再開発事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 753



      那 覇 市 公 報    第１４９０号   2008（平成20）年10月15日 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 
千円

359,250

千円 

△137,700 

千円

221,550２ 繰入金 

１ 一般会計繰入金 359,250 △137,700 221,550

 
千円

787,900

千円 

137,700 

千円

925,600５ 市債 

１ 市債 787,900 137,700 925,600

歳 入 合 計 3,201,824 0 3,201,824

 

歳 出 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 千円

3,196,158

千円 

0 

千円

3,196,158
１ 都市再開 

発事業費 
１ 都市再開発事業費 3,196,158 0 3,196,158

歳 出 合 計 3,201,824 0 3,201,824

 

第２表 地方債補正 

変 更 

補 正 前 補 正 後 
起債 

の 

目的 
限度額 

起債 

の 

方法 

利率 償還の方法 限度額

起債 

の 

方法 

利率 

償還

の 

方法

 

１都市 

  再開 

  発事 

  業 

千円

787,900

 

普通 

貸借 

又は 

証券 

発行 

(登 

録公 

債） 

 年８％ 

以内(ただ

し、利率見

直し方式で

借り入れる

政府資金及

び公営企業

金融公庫資

金について

、利率の見

直しを行っ

た後におい

ては、当該

見直し後の

利率) 

 償還期間は、

据置期間を含

め３０年以内

とする。 

 償還方法は、

元利均等、元金

均等等による。

 ただし、財政

の都合により、

据置期間中で

あっても繰上

償還し、償還年

限を変更し、又

は借り換える

ことができる。

千円

925,600

 

  補正前に同じ 

計 787,900  925,600
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那覇市告示第１０２号  

平成２０年１０月１５日  

 

平成２０年（２００８年）９月那覇市議会定例会で議決された平成２０年度那覇

市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成２０年度那覇市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）（ちゃーがん

じゅう課） 
平成２０年度那覇市の介護保険事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４９，２６３千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５，２４２，７４２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

 
千円

3,381,136

千円 

39 

千円

3,381,175

３国庫支出金 

２国庫補助金 914,402 39 914,441

 4,316,448 28,786 4,345,234４支払基金交 

付金 
１支払基金交付金 4,316,448 28,786 4,345,234

 2,078,949 834 2,079,783

１県負担金 2,004,182 814 2,004,996

５県支出金 

３県補助金 74,766 20 74,786

 1 219,604 219,605８繰越金 

１繰越金 1 219,604 219,605

歳 入 合 計 14,993,479 249,263 15,242,742

 

歳 出 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

 
千円

1

千円 

186,916 

千円

186,917

４基金積立金 

１基金積立金 1 186,916 186,917
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 4,052 62,347 66,399

１償還金及び還付

加算金 
4,051 11,758 15,809

６諸支出金 

２繰出金 1 50,589 50,590

歳 出 合 計 14,993,479 249,263 15,242,742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公    告 
 

那覇市公告第８９号  

平成２０年９月２４日  

掲 示 済  

 

宅地（保留地）の一般公開抽選処分について（区画整理課） 
 

宅地（保留地）を一般公開抽選により処分するので、那覇広域都市計画事業土地

区画整理事業の保留地処分に関する規則（昭和５７年那覇市規則第１０号）第２条

の規定に基づき、次の事項を公告します。 

 

那覇広域都市計画事業        

真嘉比古島第二土地区画整理事業   

施行者 那 覇 市         

代表者 那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 宅地の位置、地積及び処分価格 

真嘉比古島第二地区（１画地） 

①８街区１２画地 

面積１５８．０５㎡  価格２２，２６９，０００円 

小禄南地区（１画地） 

②５３街区２画地（小禄３丁目１番２） 

面積２６４．３８㎡  価格１９，５１１，０００円 
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２ 資格 

次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができません。 

（１） 未成年者、成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者。 

（２） 保留地の抽選日において、本市内に居住する期間が３ヶ月未満の者。た

だし、当該土地区画整理事業に係る権利者を除く。 

（３） 過去１０年間に保留地を買い受けた者。 

 

３ 抽選の日時及び場所 

（１） 日時 平成２０年１１月１８日（火）午後２時より 

（２） 場所 区画整理課（旧真嘉比古島区画整理事務所） 

那覇市字真嘉比３４３－１３  電話８６２－９１３７ 

 

４ 抽選参加申し込みの受付期間及び場所 

（１） 日時 平成２０年１１月４日（火）から平成２０年１１月１４日（金）

まで 

（土・日・祝祭日除く、午前８時３０分～午後５時１５分） 

（２） 場所 区画整理課 

那覇市字真嘉比３４３－１３  電話８６２－９１３７ 

 

５ その他抽選に必要な事項 

（１） 抽選参加の申し込みは、１世帯又は１法人につき１筆とします。 

（２） その他抽選に必要な書類は、区画整理課で配布します。 

 

※ なお、一般公開抽選に申し込みのない保留地が生じた場合は、「２ 資

格」の（２）、（３）に該当する方への処分も可とします。 
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那覇市公告第９４号  

平成２０年９月２６日  

掲 示 済  

 

制限付一般競争入札の実施について（新庁舎建設室） 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項及び那覇市仮庁舎賃貸借制

限付一般競争入札要領（以下「要領」という。）の規定に基づき、制限付一般競争入

札を実施する。よって、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」

という。）第167条の６、那覇市契約規則第13条及び要領第４条の規定に基づき、

次のとおり公告する。 

 

 

１ 入札に付する事項 

(1)事業名 那覇市仮庁舎賃貸借事業 

(2)場所 那覇市上之屋１丁目２－１ 

(3)事業の目的 
老朽化した那覇市役所本庁舎（所在地：那覇市泉崎１丁目

１番１号）を建て替えする間の仮移転のため 

(4)事業の方法 
発注者が提案する仮庁舎施設（プレハブ造建築物等）を受

注者が設置し、発注者がこれを借り受ける 

(5)業務の内容 
「物件説明書」に示す仮庁舎施設の設置、撤去、賃貸、維

持管理及びその他関連業務 

(6)仮庁舎及び付帯施 

設の引き渡し 
平成２１年３月３１日 

(7)予定価格 
６２９，５１３，０００円（消費税、地方消費税その他の

公租公課を含む） 

(8)最低制限価格 設定しない 

(9)事業の基本条件 

①賃貸借期間 

賃貸借期間は、平成 21 年４月１日から平成 24 年３月

31日までとする。 

②期間満了後の処置 

受注者は、仮庁舎施設を解体・撤去し、原状回復をする。

解体・撤去及び原状回復にかかる費用は受注者負担とす

る。 

③仮庁舎施設の規模・内容 

別添「物件説明書」及び「設計図面」を参照のこと。 
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④磁気探査 

受注者は、仮庁舎設置部分の水平探査を実施すること。

⑤所有関係 

仮庁舎施設の所有権は、受注者にあるものとする。 

⑥維持管理 

別添「物件説明書」を参照のこと。 

⑦前払金 

前払金の支払いはなし 

⑧賃借料の支払い 

契約額を賃貸借期間（36 ヶ月）で割った額の毎月均等

払いとし、当月の分を翌月の月末までに支払う。 

⑨公租公課について 

消費税、地方消費税を除くその他の公租公課について

は、別添「物件説明書」を参照のこと。 

⑩手続き 

事業にあたっての官公庁その他への手続きと、これに要

する費用は受注者の負担とする。 

⑪安全対策等 

別添「物件説明書」を参照のこと。 

(10)敷地の概要 

①敷地面積   約１６，０００㎡ 

②土質の現況  土質調査報告書を新庁舎建設室に備え、

閲覧に付す。 

(11)法的規制 

①用途地域   第１種中高層住居専用地域（受注者が要

確認） 

②建ぺい率   ６０％（受注者が要確認） 

③容積率    ２００％（受注者が要確認） 

④防火地区指定 なし（受注者が要確認） 

⑤地区計画   那覇新都心地区計画（受注者が要確認）

⑥那覇市福祉のまちづくり条例（受注者が要確認） 

⑦沖縄県赤土等流失防止条例(受注者が要確認) 

※その他関係法令等 

(12)現場調整 

今回設置予定の仮庁舎は、一般事務所と異なり市民サービ

スの提供や行政運営又は市議会等、多様な機能が必要とさ

れている施設であることから、設置作業に着手した後にお

いても、発注者が必要と認める場合は、受注者は施設仕様

について協議に応じるものとする。 

(13)その他 

この公告に基づき仮庁舎の賃貸借に係る契約を締結した

後に、発注者及び受注者の責めに帰せざる事由により、こ

の公告に定める事項と異同が生じた場合で、発注者及び受

注者両者に不利益が生じないときは、発注者と受注者が協

議の上、仮庁舎の賃貸借に係る契約を変更することができ

る。 
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２ 入札参加資格要件 

※公告日から落札者決定日までの間、次に定める資格を全て満たすこと。 

１ 
県内に本店を有し、定款又は商業登記簿で不動産リース業又は不動産賃貸業

を営んでいることを定めている者であること。 

２ 

那覇市建設工事等競争入札参加資格に関する規程（1971 年那覇市訓令第 10

号）第７条に規定する建設業者格付名簿に建築業で登録しており、平成 19

年度・20年度格付け（建築）がＡランクの者であること。 

３ 施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

４ 
那覇市建設工事指名業者選定委員会要綱（昭和57年助役決裁）第14条に基

づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

５ 有効な経営事項審査を有している者であること。 

６ 

会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続き開

始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく

再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

７ 

経営状態が著しく不健全であると市長が認める者に該当しない者であるこ

と。（公告日の３月前から落札決定日までの間に不渡り等を生じていないも

のであること。） 

８ 

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等及びこれに準

じる者として、公共工事からの排除の要請があり、当該状態が継続している

として不適当であると市長が認める者に該当しない者であること。 

９ 
建設業法（昭和 24年法律第 100 号）の規定に準じて監理技術者又は主任技

術者等を専任で配置できる者であること。 

 

３ 設計図書について   ※本市が無償で提供する。 

提供期間 平成20年９月26日（金）11時 ～ 20年 10月 15日（水）17時 

提供方法 
那覇市ホームページによりＰＤＦファイルにて提供 

（■要領・様式等－番号２・３） 

 

４ 設計図書等に対する質問及び回答 

質問期間 平成20年 10月１日（水）9時 ～ 20年 10月６日（月）17時 

質問方法 

質疑応答書（■要領・様式等－番号４）をE-mailで送付すること。

提出先 新庁舎建設室 

E-mail：m-new001@neo.city.naha.okinawa.jp 

回答 
平成 20 年 10 月８日（水）17 時 15 分までに那覇市ホームページに

掲載 
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５ 入札書等の提出方法 

入札方法 

郵便入札により行う。 

※配達日指定、配達証明、一般書留のすべてを郵便局で申し出るこ

と。 

提出書類 
ア 入札書・・・（■要領・様式等－番号５） 

イ 賃貸料等内訳書・・・（■要領・様式等－番号６） 

封筒 

封筒作成例（■要領・様式等－番号７）参照 

開札日時・対象事業名・業者の名称・電話番号・ＦＡＸ番号・ 

担当者名を記載 

配達指定日 平成20年 10月 15日（水）←必ずこの日を指定してください。 

宛先 

〒900-8585 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市総務部 新庁舎建設室 

※配達指定日以外の日に届いた入札書等は受理しないものとする。 

 

６ 入札書の不受理・無効 

那覇市仮庁舎賃貸借制限付一般競争入札心得（以下「心得」）（■要領・様式 

等－番号８）第14条・15条参照。 

 

７ 入札参加者が２者未満の場合の取扱い 

心得 第18条第２項参照。 

 

８ 開札 

開札期日 平成20年 10月 17日（金）10時 00分 

開札場所 庁議室（市役所本庁４階） 

 

９ 入札資格審査書類の提出 

開札後、落札候補者は、下記の入札資格審査書類を提出すること。

ア 入札参加資格審査申請書・・・（■要領・様式等－番号11） 

イ 最新の経営事項審査結果通知書の写し 

ウ 定款又は商業登記簿（不動産リース業又は不動産賃貸業を営ん

でいることの記載があるもの）の写し 

エ 建設業許可証明書又は建設業の許可の写し 

提出書類 

オ 専任配置予定技術者・・・（■要領・様式等－番号12） 
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10 落札者の決定、入札参加資格要件の審査 

開札後、提出書類の事後審査により後日決定する。 

落札者決定予定日 平成20年 月 日 

心得 第7・8・9・10・11・12・13条参照。 

 

11 入札保証金、契約保証金 

入札保証金 

見積もった契約金額の100分の５以上。ただし、入札に参加しよう

とする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険

契約を締結している場合は、その全部を免除する。入札保証金は小

切手で納めるものとし、開札終了後返還する。ただし、落札候補者

に対しては契約締結後返還する。なお、入札保証金には利子を付さ

ない。 

契約保証金 

免除する。ただし、契約の相手方が正当な理由なく契約を履行しな

いときは、見積もった契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を違

約金として納付しなければならない。 

 

12 その他必要な事項 

(1) 提出された関係書類は返却しない。 

(2) 

台風等により路線バスの運行が停止となった場合、開札の２時間前までにバ

スの運行が開始されなければ、開札等は延期となる。延期後の日時は、那覇

市ホームページで掲載する。 

 

13 問い合わせ先 

この公告・那覇市役所ホームページ・入札・開札・契約に関すること 

那覇市役所 総務部 新庁舎建設室 担当者：西原 浩也 

電話番号 862-4260 ＦＡＸ番号 862-4263 

 

14 ■要領・様式等の確認方法 

那覇市公式ホームページ → 那覇市仮庁舎賃貸借制限付一般競争入札 － 要領・

様式等 
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那覇市公告第９５号  

平成２０年９月２６日  

掲 示 済  

 

公告の訂正について（新庁舎建設室） 
 

平成20年９月26日付け那覇市公告第94号にて公告した「制限付一般競争入札の

実施について」において、次のように訂正があるので公告する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成20年９月26日付け那覇市公告第94号の制限付一般競争入札の実施について

次のように訂正する。 

 

訂正の内容 
訂正する項目名 

訂正前 訂正後 

10 落札者の決定、入札参加資

格要件の審査中 

落札者決定予定日 

平成20年 月 日 平成20年 10月 22日 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会規則 
 

 

那覇市教育委員会規則第１８号  

平 成 ２ ０ 年 ９ 月 ２ ６ 日  

公 布 済  

 

 

那覇市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

 

 

那覇市教育委員会     

委員長 西 原 篤 一  

 

 764



      那 覇 市 公 報    第１４９０号   2008（平成20）年10月15日 

那覇市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の一部を

改正する規則 
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那覇市教育委員会規則第１９号  

平 成 ２ ０ 年 ９ 月 ２ ６ 日  

公 布 済  

 

 

那覇市教育委員会職員駐車土地使用規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

那覇市教育委員会     

委員長 西 原 篤 一  
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那覇市教育委員会職員駐車土地使用規則の一部を改正する規則 
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教育委員会教育長訓令 
 

那覇市教育委員会教育長訓令第１０号  

平 成 ２ ０ 年 ９ 月 ２ ６ 日  

施 行 済  

 

 

那覇市教育委員会例規審議会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那覇市教育委員会     

教育長 桃 原 致 上  
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那覇市教育委員会例規審議会規程の一部を改正する訓令 
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選挙管理委員会告示 

 
那覇市選挙管理委員会告示第４２号  

平成２０年１０月１５日  

 
 

沖縄海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧場所について 
 
 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条にて準用する公職選挙法（昭和２

５年法律第１００号）第２３条の規定により、平成２０年１０月２０日から平成２

０年１１月３日までに縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年

月日を記載した書面の縦覧場所は、次のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会     

委員長 瀬 良 垣 武 安  

 

 

縦覧の場所  那覇市銘苅２丁目３番１号  新都心銘苅庁舎２階 

那覇市選挙管理委員会事務局 
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